
加藤哲夫著『破産法（第 6 版）』補遺 

 

本書刊行後に公布された租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成 24年 3月 31日法

律第 16号 )に基づき所要の改正があったため、これを補った。 

 

151頁 14行目 

(3) 破産手続開始後の延滞税、利子税もしくは延滞金の請求権またはこれらに類する共助

対象租税債権の請求権(97条 3号・99条 1項 1号) 

 

152頁 15行目 

(5) 加算税(税通 2 条 4号)もしくは加算金(地税 1 条 1項 14号)の請求権またはこれらに類

する共助対象外国租税の請求権(97条 5号・99条 1項 1号) 

 

180頁本文 3行目～4行目 

これに対して、延滞税、利子税もしくは延滞金の請求権またはこれらに類する共助対象外国

租税の請求権は劣後的破産債権である(97条 3号・99条 1項 1号)。 

 

180頁「1 租税等および罰金等の請求権など」の 7行目～8行目 

加算税(国税通則法 2 条 4 号)もしくは加算金(地方税法 1 条 1 項 14 号)の請求権またはこれ

らに類する共助対象外国租税の請求権も、劣後的破産債権である(97 条 5 号・99 条 1 項 1

号)。 

 

180頁「2 破産債権としての届出」の 1行目～181頁 1行目 

その額および原因ならびに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨

その他最高裁判所規則で定める事項を遅滞なく裁判所に届け出なければならない(114 条 1

号・2号、規則 36条。なお、103条 5項) 

 

276頁 7行目～9行目 

(3) 破産手続開始前の原因にもとづいて生じた租税等の請求権(共助対象外国租税の請求

権および 97 条 5 号に掲げる請求権を除く)であって、破産手続開始当時、まだ納期限の到

来していないものまたは納期限から 1年を経過していないもの(148条 1項 3号) 


